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文化芸術振興基本法→文化芸術基本法（文化財保護法、博物館法、劇場法）

世界遺産条約(有形、1992批准)、無形文化遺産条約（2006発効）

2020東京オリンピック・パラリンピック文化プログラム、ロンドン「レガシー」
のプレッシャー、20万件を実現する実施体制と法的根拠、予算の確保？
29年度文化庁予算
① 文化財支援 469億円（17億増）5割
② 文化施設等支援 308億円（18億府）３割
③ 文化芸術支援 208億円（6億増）２割

1042億円（5億円、0.3％増
→予算配分が硬直化し、第 4次基本方針の目標達成は困難

文化庁の機能の拡張等、京都移転、文化省への格上げ？

「文化芸術推進基本計画」作成に１年、５年の中期計画（基本方針に代わるも

の）、地方の「文化芸術推進基本計画」は、まずは都道府県と政令指定都市に策

定してもらい、市町村につなげていく

「文化芸術推進会議」は、基本的に省庁間の連絡調整会議の性格（文科省、内

閣府、経産省、国交省、外務省など）、文化審議会とは別の組織

地方公共団体の「文化芸術振興会議」等についても規定


